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「多様な正社員・ 

限定正社員」を活用すべき 

ケースとは？ 

◆厚労省分科会の配布資料  
日本版ホワイトカラーエグゼンプショ

ンなど、今後の労働時間規制の緩和に

関する議論が厚生労働省労働政策審

議 会 （労 働 条 件 分 科 会 ）で始 まりまし

た。 
７月７日開催の分科会で配付された

「『多様な正社員』の普及・拡大のため

の有識者懇談会における議論の状況」

という資料の中で、「多様な正社員」の

活用が考えられるケース等が挙げられ

ていましたので簡単にご紹介します。 

◆活用が考えられるケース 
「多様な正社員」とは、「限定正社員」

とも呼ばれ、主に「勤務地」「職務」「勤

務時間」などが限定された社員のことを

指します。 
活用が考えられるケースとして、勤務

地 限 定 正 社 員 については、「育 児 、介

護 等 の事 情 により転 勤 が困 難 な者 や

地 元 に定 着 し た就 業 を 希 望 するケー

ス」「改 正 労 働 契 約 法のいわゆる無 期

転換ルールによる転換後の受け皿とし

て活用するケース」等が挙げられていま

す。 

 
職 務 限 定 正 社 員 に つ い て は 、 「 金

融 ・ IT などで専 門 性 が高 く特 定 の職

能内でのプロフェッショナルとしてのキャ

リア形成が必要なケース」、また、勤務

時 間 限 定 正 社 員 については、「育 児 、

介 護 等 の事 情 により長 時 間 労 働 が困

難な者が就 職・就 業 を継続し、能 力の

発 揮が可 能なケース」等が挙げられて

います。 

◆導入にあたっての課題  
すでに突入しつつある慢性的な人手

不足の時代において、「多様な正社員・

限定正社員」の活用が非常に大きな役

割を果たすと言われています。 
ただし、多様な正社員制度の導入に

あたっては、制度が労働者の納得を得

られるように努 めるとともに、制 度を円

滑 に運 用 できるようにするために労 働

者 に対 する十 分 な情 報 提 供 と十 分 な

協議が必要だと指摘されています。 

◆管理職のマネジメントも重要  
なお、多様な働き方 を円滑に進める

ためには、職場における管理職のマネ

ジメント能力の向上が不可欠であること

も指摘されています。 
近年、管理職の“プレイングマネージ

ャー化”が進展していますが、十分なマ

ネジメントが実現するような能力向上が

図 られるよう、各 職 場 の実 情 に即 した

対応が求められています。 
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